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不動産管理処分信託とは、不動産の所有者（委託者）が、ご自宅や賃貸不動産などの管理・処

分を目的として、その不動産を受託者（ご家族など）に信託することで、修繕や売却等の管理・処

分を受託者に任せることができ、賃料収入等の利益が発生する場合には受益者が受け取ること

のできる仕組みになります。所有権は信託契約により、形式上、受託者に移転しますが、経済的

利益は受益者に帰属し、契約内容に基づいた不動産の管理・処分・収益分配が行われます。 

高齢の不動産オーナーや将来の相続・承継に不安を抱えるご家族にとって、「不動産を売却す

る」、「子へ名義を移す」といった二者択一の選択ではなく、『管理・処分は任せ、利益は確保する』

という第三の選択肢として信託があります。 

では、ここで一つ事例を見てみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）父と母（委託者）が長男を受託者とする信託契約を締結し、共有している収益物件（マンシ 

ョン）を信託します（①・②）。 

（２）収益物件（マンション）の名義人となった長男（受託者）は、信託契約の目的に沿って賃貸借 

契約管理や修繕等の管理実務を実施し、父、母が施設に入居した際などには売却等も可能 

です（③）。 

（３）長男（受託者）は、マンションの収益から信託報酬などを差し引いた分を信託配当として、 

父と母(当初受益者)に支払います（④）。 

（４）父か母（当初受益者）の一方の相続発生後は、もう一方（第二受益者）がその分の信託受益 

権を取得します。（⑤） 

（５）第二受益者の相続発生(父母の両方の死亡)を信託の終了事由とし、マンション（信託物件） 

を売却した代金を公平に兄弟４人（帰属権利者）に分配して終了します（⑥）。 
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こちらの事例にもあるとおり、不動産管理処分信託の大きな特徴は、 

①不動産の管理・処分などを受託者に一任できること 

②判断能力の低下や相続発生後も、契約を継続できること 

③収益、財産の帰属先や分配方法を、契約で柔軟に設計できること 

にあります。 

 

※長期的に契約を継続するには後継受託者の設定など種々の配慮が必要になります。 

※収益物件を複数所有する場合で、信託した不動産と信託していない不動産でそれぞれに損 

失と利益があっても損益通算ができませんので注意が必要です。 

 

例えば、賃貸アパートを所有する高齢オーナーの場合、将来、認知症を発症すると賃貸条件の

変更や修繕、建替えといった重要な判断ができなくなるおそれがあります。 

不動産管理処分信託を活用すれば、あらかじめ定めた信託契約に基づき、受託者が管理・処分

を行うため、ご本人が「判断できなくなるリスク」を回避することができます。 

 

また、不動産管理処分信託は、単なる管理の外注ではなく、世代を跨いだ承継を考えるうえでも

有効です。遺言だけはカバーしきれない「生前から相続後（二次相続以降）の管理・運営」という

領域に対応できるという点は、信託ならではの強みと言えます。 

上記のとおり、信託ではこれらのニーズに対応することができますが、 

判断能力の問題が顕在化してからではご利用が難しいケースもあります。 

お元気でしっかりされている「今」だからこそ、 

 

・どの財産をどこまで任せるのか 

・どのような方針で管理・処分するのか 

・誰に財産を承継させるのか         

  

などを、契約において決めることができます。 

 

※これらの信託でできることについては、信託契約で規定することが前提になります。よって、委

託者と受託者の間で合意できなかったり、金融機関から借入れがあったりする場合には、実現で

きない場合もございます。 

よくご相談をいただく中で、実際には必要性を感じつつも「まだ早い」「もう少し様子を見たい」と検

討が先送りされ、いざ必要になるタイミングで間に合わないということも少なくありません。 

信託という制度は、『不安が現実になる前に整える仕組み』である点をぜひご理解いただき、早

め早めに動いていただければと思います。 

このような場面で、日頃から関係性を築いている税理士先生が、関与先様に「信託という方法も

ありますよ」と一言添えていただくだけで、選択肢が大きく広がることになります。 

関与先様の中に、以下のような方が一人でも思い浮かぶ先生は、ぜひ一度ご相談ください。 

 

・高齢の不動産オーナー 

・管理負担に悩むご家族 

・将来の相続に不安を感じている方 
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これらのご相談において、ご意向やご状況に応じて、何ができるのか、どのような仕組みとなるの

かなどをご説明させていただきます。 
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